
t 

曾苧冴写経亭え圏帝都京

巷四十二第第..->-
p、Z買

司『γ 電車tlOl-F軍アミ，&V-二プ:"'" lIl!I 

鎗

聞

僧

服

7

ル
ク
ス
の
農
業
経
擁
例
制
・

所
得
申
告
遺
漏
の
補
完
方
法

岡
家
ご
一
枇
曾

語
肌

教

授

法

事

博

士

作品lt河

田戸旧

嘉正嗣

一雄郎

-

扱

健

法

事

博

士

助

教

佼

曲

川

中

士

常
招

ブ
ル
グ
ン
氏
の
諸
枇
曾
主
義
評
議
益
法
問
中
山
?

産
業
ご
し
て
の
林
業
の
特
性
・
札
帆
扱
…

v
h十

一
口

琉
球
の
婿
藩
置
腕
・

-
E

.

.

.

.

.
 ，
敬
技
法
山
中
一
聞
士

掛

帽

錦

鰍

津
料
藩
の
武
士
蹄
農
策
・
・
・
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こ
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d
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叫
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普
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銀
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金
・
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投
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上

述

A
品下

主
柵
抽
由
開
J

仲
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H
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損
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論

所
得
申
告
遁
端
白
補
完
方
法

第
=
十
回
答

事

"、
競

丸
式
四

讃

所
得
申
告
遺
漏
の

補
完
方
法

(
特
に
消
費
事
買
に
依
る
補
完
方
法
)

紳

正

雄

戸

繍
首
(
本
論
の
目
的
}

所
得
申
告
の
遺
揃
と
先
制
完
方
法
(
判
所
得
田
申
告
の
遁
前
川
巾
告
白
革
一
世
川
申
告
の
監
凸
所
得
申
告
書
酬
の
柿
完
方
法
一

ω所
得
時
其
私

自
に
於
て
行
は
る
h

も
山
)
叶
義
務
省
内
巾
告
の
正
粧
を
侃
が
す
方
法
一
円
周
氏
。
租
酷
遊
説
的
議
凶
問
輯
共
も
山
聖
公
正
L
M
つ
明
砿
と
す
る
こ
と
川
刊

稲
申

er一吋
nA
的
日
間
〈
す
る

L
と

り

ま
J
品
川
岨
黒
地
と
す
る
こ
と
川
所
持
を
各
科
H
に
分
吋
て

l
lせ
し
む
る
こ
と
岬
各
人

ω
所
得
総
額
を
同
一
市

す
る
こ
と
り
申
告
内
容
の
外
部
耐
叫
を
防
(
こ
と
川
一
定
叫
式
由
記
帳
諸
学
長
は

L
tる
こ
と
い

E
E離
の
宜
管
品
さ
し
む
る
こ
と
仰
川

正
申
背
に
叫
裁
を
附
す
る
こ
と
川
崎
得
制
。
大
小
に
脱
げ
し
特
典
に
義
等
主
附
す
る
こ
と
凶
義
主
骨
山
申
告
以
外
に
於
て
翠
持
料
配
得
る
在
汀

義
務
百
件
心
人
を
利
用
す
る
こ
ん
他
人
申
告
を
利
用
す
る
と
左
官
官
賞
す
る
こ
と
一
川
政
府
自
ら
義
務
者
内
申
告
誌
の
材
料
を

J

る
こ
と
叫
他
加
の
材
料
量
刑
刑
す
る
:
州
議
務
省
に
属
す
る
其
他
心
外
部
標
準
に
披
る

2山
一
般
企
障
を
姐
川
君
統
計
材
料
に
怯
る
こ
ペ
刊

他
地
方
の
申
告
と
比
較
す
る
こ
と
同
一
部
特
別
所
特
に
掠
由
民
謀
山
笠
宮
採
る

E』
川
所
刊
誌
な

j
枕
に

1
2
j
i
u
)
)
}
)

第
二
段
前
向
世
帯
刊
に
依
る
所
科
巾
十
君
酬
の
補
完
主
主
ハ
ヤ
主
主
伯
仲
其
批
判
仰
謀
枕
技
術
上
い
長
所
ハ
山
姐
所
出
会
平
副
詫
上
仏
長
所
仏
姐
所
作

理
問
上
及
一
法
長
銀
レ
仇
短
所
一
山
岳
町
山
財
政
杭
入
土
)

結
論
{
全
文
申
要
旨
)

第

手立

ー、

~ .• .. * 
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緒

言

所
得
は
今
日
の
鴻
設
で
は
課
税
標
準
正

Lτ
最
過
賞
な
る
も
の
ご
せ
ら
れ
て
居

h
a乙
、
随
っ
て
所
得
税
は
今

日
の
文
明
園
租
税
制
度

ω中
橋
を
成
し
て
居
る
所
に
。
是
か
ら
推
し
て
所
得
税

ωみ
に

τ、
郎
ち
軍
一
所
得
税
に

τ利
税
制
度
を
組
立
て
ゃ
う
己
い
ふ
考
も
生
じ
工
は
居
る
が
、
共
施
ま
で
往
つ
て
は
進
み
過
ぎ
で
あ
b
、
共
れ
で

は
、
各
闘
の
必
要
己
す
る
牧
入
も
十
分
に
は
充
た
し
得

T
、
特
に
各
人
の
給
付
飽
カ
を
遺
揃
な
〈
捕
捉
し
て
、
一
公

卒
な
る
課
税
を
錯
す
ご

ν
ふ
こ
正
が
出
来
な
い
(
註
ニ
)
。
其
れ
で
所
得
税
は
中
心
税
ご
は
せ
ら
れ
て
も
、
其
遺
漏
を

補
完
す
る
縛
め
に
色
々
の
方
法
が
取
ら
れ
な
〈

τは
な
ら
な
い
o

特
に
所
得
ご
い
ふ
正
面
事
賞
の
反
面
を
成
す
所

の
消
曲
賞
事
資
か
ら
し

τ怖
ふ
を
得
る
ご
い
t

ふ
事
会
見
逃
し

τは
な
ら
な
い
γ

。
貫
際
、
文
明
諸
図
一
般
に
消
費
税
ご

い
ふ
.
消
費
事
質
其
も
の
を
捕
へ

τの
特
別
の
課
税
を
採
用
し
て
之
を
賀
行
し
て
居
る
所
に
が
(
註
=
一
)
、
倫
ほ
其
外

仁
、
所
得
税
茶
色
の
に
於
て
も
、
消
費
事
貨
を
捉
へ
て
所
得
申
告
の
遺
漏
を
禰
は
し
め
ゃ
う
正
し
て
居
る
の
例
が

あ
り
、
そ
し
亡
葉
れ
に
尤
も
だ
ご
す
ぺ
き
相
賞

ω理
由
の
ゐ
る
所
に
か
ら
、
私
は
弦
に
此
を
逃
ぺ

τ見
ゃ
う
E
忠

ム
o

此
等
の
事
情
は
、
所
得
税
ご
い
ム
や
う
な
重
要
な
る
稔
を
完
成
す
る
の
に
は
最
も
注
意
を
挽
ふ
て
然
る
べ
し

t
思
は
る
、
の
に
、
我
郊
で
は
此
齢
、
閑
却
吾
れ
て
居
る
や
う
に
見
ゆ
る
の
で
、
蕊
仁
之
を
読
〈
の
も
決

L
て
無

用
で
は
ゐ
る
ま
い
ぜ
恩
ふ

τ、
敢
て
之
を
行
ふ
。

論

叢

所
得
申
告
遺
掘
の
補
完
方
法

第
一
一
十
四
巻

九
六
五
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第
六
銃

四

論

叢

所
得
申
告
遺
漏
の
補
完
方
法

第
二
十
四
巻

L
-
1
、

i

2

1

1
Jプ
ー
出

セ
リ
グ
マ
シ
は
、
所
持
を
以
て
、
他
山
何
和
白
標
準
よ
リ
も
一
府
綿
服
に
、
近
代
的
。
一
精
製
に
膿
ず
と
鎚
し
、
五
ー
ペ
ル
ヒ
は
い
一
般
別

得
祉
は
、
其
山
広
か
ら
す
れ
ば
机
柑
内
各
山
形
式
に
勝
る
も
の
だ
と
す
る
。
倫
ほ
拙
文
、
所
符
枯
に
於
け
る
防
御
山
統
一
一
副
柏
、
事
問
。

位(
駐
ニ
)

ロ
ツ
シ

y
I
位
、
所
伴
枕
G
Y一
評
止
山
凶
蹴
な
枯
な
し
と
ま
J

い
ふ
て
府
n
t
セ
リ
タ
マ
シ
は
、
所
得
粧
は
、
凡
べ
て
の
柏
町
中
て
、
民

の
品
正
及
輸
省
な
る
眠
識
の
最
凶
雌
な
る
も
の
だ
と
い
ひ
、

Z
1
4
ル
ヒ
は
、

-Lm所
持
枕
の
布
つ
長
所
は
、
待
に
所
得
を
近
接
川
柿
寅
に
柿
定

す
る
の
困
酔
と
い
ふ
武
行
上
の
大
献
駄
に
よ
り
て
、
大
に
腕
減
せ
ら
る
A

と
い
ふ
℃
居
る
。
制
ほ
拙
文
、
組
枇
の
補
完
作
川
夢
附
。

位
三
)
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
消
費
枇
は
所
得
の
確
定
さ

b
h
乙
と
白
山
車
な
い
所
に
は
好
ま
し
き
も
の
だ
と
伺

L
、
ェ

1

4
ル
じ
は
、
支
出
と
所
付

と
山
内
面
の
推
定
は
或
皮
ま
で
正
し
い
と
円
五
て
居
る
e

第

段

所
得
申
告
の
遺
漏
ご
其
補
完
方
法

サ
所
得
申
告
の
遺
漏
1
1
的
元
来
、
所
得
税
に
於
り
る
所
得
申
告
は
、
所
得
税
に
於
り
る
一
献
〈
べ
か
ら

5
る
大
黒

柱
で
あ

h
、
官
臆

ω調
査
仁
依
り
て
は
議
す
能
は
。
さ
る
所
得
内
怖
を
知
る
の
に
必
要
で
ゐ
争
、
叉
宵
脂
調
査

ωみ

で
は
兎
角
吟
味
的
ご
な
る
の
弊
が
あ
h
、
且
つ
池
小
牧
入
Z
も
な
る
の
嫌
が
ゐ
る
の
を
註
凹
)
防
ぐ
の
に
役
立
つ

も

ωで
あ
る
。
に
か
ら
所
得
申
告
は
官
臨
調
査
に
比
較
L
て
は
大
雌
に
於
て
は
勝
る
も
の
正
し
て
良

ν{註
五
)
O

特

一
屠
所
得
の

に
其
の
行
は
る
、
事
、
久
し
き
に
及
ぺ
ば
、
各
人
之
に
慣
れ

τ進
ん
で
申
告
す
る
こ
正
、
も
な

h
、

精
確
な
る
捕
捉
に
貢
献
す
る
こ
吉
、
な
る
。
同
併
し
此
申
告
に
は
術
ほ
何
ご
し
て
も
敏
貼
を
仲
は
?
い
よ
誇
に

往
か
な
い
。
某
は
一
に
は
各
人
の
道
義
心
の
到
底
完
全
な
る
こ
ご
の
望
め
な
い
か
ら
し
て
(
融
大
)
官
、
こ
に
は
経
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棋
倒
生
活
の
幼
稚
の
域
を
枕
せ
ぬ
が
湾
め
又
は
如
何
に
一
般
的
に
は
此
が
進
歩
し
て
も
或
度
ま
で
一
部
沓
態
を
存
す

る
が
柏
崎
め
に
、
印
も
各
人
の
経
済
に
於
り
る
簿
記
の
不
正
確
ピ
(
註
七
)
、
宵
物
鰹
務
的
元
素
の
存
在
ピ
(
副
入
)
の
翁

め
に
、
所
得
遺
漏
を
生
十
る
ニ
ご
を
免
れ
な
い
。
共
結
果
、
折
品
川
、
町
公
平
副
肌
税
を
期
し
て
此
制
度
を
設
け
な
が
ら

其
期
待
に
反
し
て
不
公
平
な
る
課
税
ご
な
ら
な
り
れ
ば
な
ら
曲
。
崎
市
た
叉
、
政
府
財
政
股
入
山
上
に
不
利
己
い
ふ

こ
て
に
も
な
る
。
加
之
、
結
川
市
か
ら
見
て
其
は
‘
或
油
脱
し
た
義
務
者
が
、
他
り
正
直
な
巾
告
を

L
た
義
務
者
の

財
産
を
不
嘗
に
横
谷
し
た
ご
い
1

ふ
の
不
都
合
ご
も
な
る
{
註
九
)
O

だ
か
ら
し
て
是
非
ぜ
も
之
が
匡
正
印
策
守
誹
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
註
困
}

ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
助
席
及
所
作
枇
て
は
、
官
胞
に
怯
る
単
な
る
剖
査
に
よ
り
て
は
、
或
は
棋
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
時
時
的
の
も
の
と
な
る
か
、

X
は
依
り
小
な
収
入
し
か
快
ぜ
ぬ
ζ

と
L

な
ら
う
。
何
と
な
れ
ば
過
大
査
定
去
す
れ
ば
、
直
ち
に
人
民
か
ら
抗
議
が
山
て
、
過
小
査
定
的
方
は
猷

・
止
さ
る
誌
か
、
b
と
い
ひ
、
ケ
ン
ナ
ン
も
、
所
得
税
に
割

L
℃
腿
々
向
け
ら
れ
た
る
非
難
は
、
此
出
川
町
時
的
の
も
山
だ
と
い
ふ
と
企
て
、
其
出
制
臨

〉5
 

せ
ら
れ
た
度
に
於
て
叫
る
と
い
ふ
山
は
、
主
と
し
て
此
吋
凪
制
査
の
方
面
に
て
と
い
ふ
の
だ
。

(
位
五
)
コ
シ
ラ
ー
ド
は
、
所
相
刊
紙
て
位
、
良
耕
m引
は
自
己
評
定
に
依
つ
て
の
み
称
司
り
る
と
鉱

L
、
ず
リ

A
I
-
-
ン
グ
は
、
ス
ミ
ス
由
利
秘
の
第
一

原
則
の
均
訂
は
、
制
措
義
務
省
。
自
己
評
定
に
よ
り
て
、
最
信
州
腕
す
ペ
〈
到
達
せ
ら
る
と
銘
す
。
共
れ
か

ι、
テ
ク
シ
エ
マ
ツ
ヒ
ア
ー
は
、
・
到
際

創
作
自
制
捉
に
つ
き
、
賦
課
宵
胞
の
手
に
あ
る
本
質
的
基
礎
は
託
務
者
自
身
白
巾
告
で
あ
る
と
ら
世
、
チ
ス
カ
は
、
前
日
得
岡
山
崩
仰
付
税
に
つ
い

て
、
共
釘
成
品
が
事
、
b
自
己
評
J
P
ん
に
依
る
町
宮
一
目
置
さ
且
つ
正

L
A芭
拙
慌
に
服
す
と
伐
す
。

(
陸
穴
)
山
ェ

l
ペ
ル
ヒ
は
、
申
告
不
満
足
の
原
i
h
と
し
て
肌
稀
事
項
に
於
け
る
品
心
の
舵
乏
脅
間
帯
げ
、
ク
ラ
イ
ン

2
3
1付
、
組
枕
泊
義
白

依
乏
の
泊
め
に
、
多
〈
心
納
杭
者
が
其
所
持
を
出
車
る
だ
り
低
く
申
告
す
と
い
ふ
ζ

と
あ
り
と
お
し
、
テ
ツ
シ
エ
マ
ツ
ヒ
ア
i
は
、
所
持
一
申
告
白

論

設

五

所
制
背
中
告
遺
漏
の
柿
先
方
法

第
二
十
四
巻

L
一、

2

7
Y
4
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論

議

所
得
申
告
謹
漏
山
一
補
完
方
法

第
二
十
岡
山
智

」ー/、

L
a
、ー、

J
'
J
F
刃
'

第
六
蹴

首
否
は
、
租
軸
道
義
k
h附
‘
る

ι、
共
租
稀
遺
義
は
困
難
に
し
て
且
つ
週
般
な
る
敬
育
の
産
物
て
あ
り
、
そ
し
て
今
日
、
比
政
育
が
定
成
し
た
と

は
い
ふ
走
待
自
と
持
す
。
元
も
鵡
時
的
山
ン
プ
ル
ヒ
に
て
は
財
直
積
に
つ
毒
各
人
由
良
心
に
任
島

L
て
好
岡
県
を
皐
げ
、
瑚
四
に
て
も
比
較
的
に
申

告
が
具
音
紺
呆
定
収
め

τ居
る
と
い
は
る
品
。
刊
か
此
は
圃
の
小
い
の

k
民
主
的
自
抽
的
に
訓
練
白
良
〈
行
は
れ
て
肝
る
の
と
に
凶
る
の
て
、
大
固

な
ど
に

τは
望
め
な
hv
。

引
叫
マ
ツ
カ
ロ
ッ
ク
が
夙
に
、
所
得
砲
を
は
て
、
正
直
者
を
課
し
て
鼠
偶
者
を
寛
ず
る
も
の
と
鑓
L
、
グ
ラ
ツ
ド
ス
ト
ー
ン
は
、
此
枯
が
、
同
民
を

施
偶
者
た
ら
し
む
冒
と
し
た
所
だ
が
、
同
構
内
事
は
諸
多
白
人
引
い
ふ
て
居
る
日
さ
れ
ば
ア
ウ
ア
ー
ス
ヲ
ル
ド
が
、
皐
一
所
得
甜
は
相
秘
義
務
省
白

S
 

商
童
数
古
と
良
心
と
&
必
要
と
す
る
と
い
ふ
白
色
紙
祖
な

b
自
己
主
で
あ
る
。

(
陸
七
)
チ
ス
カ
同
、
詰
意
抽
出
、
費
、
体
旭
の
枇
械
に
於
て
初
め
て
、
替
業
者
に
、
所
得
の
非
推

t
e申
告
が
可
龍
だ
と
錯
し
、
プ
り
ユ

l
一一
Y

グ
は
、

小
良
心
腕
制
。
硝
知
が
大
な
困
鮮
に
週
λ
。
此
に
て
は
踏
ん
『
長
{
、
帳
簿
白
記
入
な
〈
、
往
々
に
し
て
政
改
に
つ
い
て
由
鮪
暇
な
る
抱
錯
さ
へ

も
な
V

O
て
あ
る
と
い
ふ
て
尉
る
@
之
戸
つ
い
て
は
、
ロ
ッ
シ
ア
!
、
ェ

1
ベ
ル
ヒ
審
問
。
捕
者
を
も
参
照
。

「
甚
八
)
チ
ス
カ
は
、
自
己
評
定
位
、
両
〈
設
諾
し
た
る
組
掛
生
活
を
其
前
提
と
す
る
と
鵠

L
、
ァ
匂
ア
ー
ス
ワ
ル
ド
位
、
所
持
砥
な
の
大
る
困
難

は
、
所
得
が
貨
物
に

τ入
品
所
に
存
す
る
と
い
A
O
倫
ロ
ツ
レ
ア
1
、

z
l
ベ
ル
ヒ
、
拙
著
審
問
・

で
ー
グ
'
酬
は
、
遁
耽
は
或
制
桔
留
に
よ
り
他
の
納
砥
者
白
上
に
行
は
れ
た
る
絡
踏
の
忌
む
〈
き
形
式
だ

k
い
必
て
居
る
。

(
陸
九
)

二

所

得

申

告

遺

漏

の

補

完

方

法

A
所

得

税

共

も

の

に

於

工

行

は

る

、

も

ω

い

義

務

者

の

申

告

の

正

確

宕

慌

が

す

方

法

け

国

民

の

租

税

道

義

h
f
養
ふ
-
』

Z
i
-
-此
が

寅

は

、

義

務

者

の

申

告

を

完

全

な

ら

し

む

る

に

於

τ最
も

根

本

的

の

も

の

で

め

る

。

此

苫

へ

異

に

徹

底

し

て

行

は

れ

た

な

ら

ば

、

申

告

は

大

に

E
備

な

る

も

の

己

な

る

で

あ

ら

Ehebe!"g， a. a. Q. .S. 3∞. Kleinwachter. Fw. S. 174・ Teschemacher，
a. a. O~'S. 91. Adam-Smith， Wealth 01 nations. lJ.-D.-lI. Bela Foldes， 
Fw. S. 433 
Rosch 'r;T-:::. a. O. S. 406. Sta.f!tp， _The fundam~nt~! principl~ 0] hl同-

tios. p. 103. Conra.d.' a. a. 0: S. 30. Be}a Fらldes.a. a. O. S. 367‘ 
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ぅ
。
尤
も
此
教
育
的
成
化
古
い
ふ
ニ
ご
が
容
易
な
る
も
の
で
は
な
い
w

。

2
税
其
も
の
を
公
卒
且
つ
明
確
な
ら
し
む
る
こ
正
ー
ー
も
亦
た
義
務
者
の
申
告
を
正
確
に
導
〈
。
税
の
申

告
が
不
正
確
に
古
い
ふ
の
は
、
義
務
者
の
道
義
心
の
快
乏
に
も
因
る
が
、
税
其
も
の
が
惑
い
ぜ
い
ふ
こ
ご
に
も
因

る
O

R

公
平
な
明
確
な
る
税
で
あ
れ
ば
‘
義
務
者
は
進
ん
で
、
又
は
少
〈
吉
弘
甘
ん

ιて
出
す
が
、
多
少
正
も
不
明

確
ガ
ご
か
不
百
公
平
に
ご
か
い
1

へ
ば
、
之
か
ら
逃
げ
や
う
ご
い
ふ
ニ
ご
じ
誘
は
れ
る
註

4
0
)
o
r
か
ら
し
て
義
務
者

の
申
告
を
正
確
に
導
〈
の
に
は
、
税
制
其
も
の
、
改
善
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(
監
-
O
)

ユ
I

〆
ム
は
、
油
賦
に
諦
ふ
元
識
と
し
て
、
移
n'
舗
な
、
随
っ
て
不
公
平
な
負
強
師
岩
田
揖
と
い
ふ
こ
と
を
騨
げ
て
居
る
a

的
税
率
を
出
来
る
に
り
低
〈
す
る
こ

Z
1ー
も
亦
、
義
務
者
の
申
告
を
豆
確
な
ら
し
む
る
に
有
力
で
あ

る
。
人
が
税
を
逃
げ
や
う
ピ
す
る
の
は
枕

ω重
い
正
き
、
税
の
高

h
t
t
E
に
多

f
、
此
が
低
〈
り
れ
ば
低
い
ー
は
ど

人
が
税
を
逃
「
る
こ
正
に
な
る
の
可
能
性
が
小
ぃ
。
だ
か
ら
し
て
申
告
を
正
磁
に
す
る
匁
め
に
は
、
税
を
R

公
卒
明

確
な
ら
し
む
る
£
共
に
、
低
率
芭
す
る
こ
芭
を
努
め
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
十
(
註
三
)
C

日
一

l
r
ム
は
、
粧
が
回
世
倒
的
世
(
而
い
)
串
を
維
持
す
る
と
き
に
は
‘
適
齢
及
昨
娘
。
誘
惑
が
大
い
主
い
ひ
、
4

ラ
ア
エ
ル
一
ケ
ス
も
、
所

得
韓
由
時
功
は
、
主
止
し
て
租
精
道
義
白
皮
舎
に
係
り
、
祖
枯
遊
説
を
挫
め
る
方
法
は
、
措
申
E
僻
〈
す
る
こ
と
だ
と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
-
-
)付

税
率
を
超
過
累
進
正
す
る
ニ
ピ
|
|
符
義
務
者
の
正
確
な
る
申
告
を
促
が
す
の
に
は
、
税
率
を
単
純
な

る
累
進
正

L
な

ν
で
・
比
例
E
す
る
か
超
過
誤
進
正
す
る
の
が
選
U
ぺ
き
に
。
所
得
税
で
は
ま
苫
か
に
比
例
ご
す

論

震

第
二
十
回
答

九
六
九

七

第
プミ

就

所
得
申
告
遺
漏
白
補
完
方
法

Fo'lbian Research Dekartment， A revolution in ihe income _ ta.x. p・5・
Auer5wald， 13eit日gezur Lebre von der ei刷 genSteuer. S. 98 抑着、租
事定研究、 z一巻町B.2(2 
Tyszka-， a. a. p. s. 176. Brunin耳， a. a. 9. 5. 17. Roscher， a. a. O. 5 
406目

Eheberg，λa.O. S. 3ω 拙着、租枕研究、三告 199
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第
二
十
四
巻

九

t
o

錨

競

J、

所
得
申
告
遺
漏
山
補
完
方
法

論

議

る
一
』
ご
も
出
来
ま
い
か
ら
、
超
過
累
進
ど
す
べ
き
で
あ
る
。
普
通
の
軍
純
な
る
累
進
で
は
正
確
に
申
告
す
る
こ
正

に
於
け
る
負
指

ω重
吉
が
、
あ
ま
り
に
大
〈
な
る
恐
が
あ
る
の
で
、
出
来
る
・
た
け
低
〈
申
告
し
て
、

下
り
税
率
の
池
用
を
受
け
や
う
ご
『
る
が
、
超
過
誤
進
に
ど
多
〈
申
告
し
た
ご
し
て
も
、
立
(
が
矯
め
に
負
縫
の
檎

一
段
階
で
も

加
す
る
こ
さ
は
極
僅
か
で
済
h
u
か
ら
、
む
し
ろ
正
直
に
申
告
し
ゃ
う
ご
い
ふ
こ
正
に
な
る
詮
一
二
)
O

(
註
士
一
)

、

、

明

ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
之
が
叫
め
に
、
叶
級
L
E
各
組
に

J

げ
ん
枕
金
制
(
4
F
合
中
，
て
た
い
)
を
課
す
る
方
訟
を
奨
め
て
川
る
が
、
本
文
に
い
λ

粗
品
累
挫
半
。
方
五
之
に
も
勝
っ
て
居
る
。

刀
所
得
を
各
科
目
に
分
け
て
申
告
せ
し
む
る
二
ご
|
|
申
告
す
る
の
に
、
包
括
的
に
大
綱
的
に
す
る
の
で

は
、
何
世
陣
に
快
陥
港
日
仰
が
る
る
h
r
H
T
ら
ず
‘
陥
っ
て
曲
川
崎
同

ω
申
告
を
矯
す
こ
芭
に
な
担
易
い
が
、
細
目
に
寸
分
げ
て

申
告
せ
し
め
た
な
ら
ば
、
立
(
遺
漏
は
庄
内
、
分
か
る
。
政
府
で
之
を
一
臨
調
ぺ
る
、
他
の
人
の
さ
比
絞
し
、
前
の
年

の
ピ
比
較
し
・
英
他
色
々
詮
議
す
る
ニ
ご
が
出
来
易
い
。
随
ふ
て
は
義
務
者
自
身
も
航
偽
巾
告
を
遠
慮
し
隠
蹴
す

る
こ
と
に
な
る
(
龍
一
三
)
。

(
腔
=
-
)

此
事
は
諸
多

ω
向
中
者
の
踏
め
て
肘
る
川
で
あ
る
。

引
っ
各
人
の
所
得
総
額
h
f
H
公
示
す
る
こ
Z
1
1
1
般
令
各
義
務
者
の
所
得
の
細
目
に
は
秘
密
を
保
つ
芭
し
て

も
、
北
お
総
額
だ
り
は
之
e
f
A
h
表
す
る
ご
き
に
、
各
人
が
出
来
る
だ
け
虚
偽
巾
告
を
慌
な
こ
ど
に
な
る
。
印
ち
之

を
公
示
す
る
ニ
正
に
よ
り
て
其
正
確
を
促
が
す
(
佐
一
凹
)
O

反
相
剖
仁
公
示
3
れ
な
け
れ
ば
、
此
康
に
乗
じ

τ曲川偽
ω

T戸zka，<l.. a. O. S. 176. A叩 rtiwald.a. a. O. S. 98. Rosche九九 a_0 
S. '406. Eheber宮， a. a. o. S'， 3∞ー租輯研究、三省 '99
Ne.，.dh;uu， Incon主etax. p. 35 
Tyszka， a. a. O. S. 177 
Needham， 1. c. p. 8 
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申
告
を
し
て
知
ら
ぬ
顔
し

τ居
る
ご
い
ム
ニ
正
に
な
る
。
尤
も
路
公
示
ご
い
ふ
事
は
、
不
動
産
か
ら
生
じ
た
所
得

の
如
〈
『
公
知

ωも
の
な
れ
ば
良
い
り
れ
ど
、
管
業
者

ω所
得
ゃ
、
時
師
蹄
議
士
の
宜
(
の
如
き
は
其
内
減
少
し
た
ご

き

ω如
一
一
き
、
令
市
古
れ
る
翁
め
に
信
船
を
失
は
し
め
る
こ
正
に
も
な
る
か
ら
越
付
た
が
良

u
t
も
レ
ふ
が
(
出
一
事
、

所
詮
、
所
得
税
の
存
す
る
以
上
、
之
を
絶
封
に
公
示
せ
凶
ピ
い
ふ
ニ
ご
は
出
来
す
、
公
示
さ
れ
て
図
る
ご
い
ふ
て

も
、
或
人
の
会
所
得
は
R

公
示
す
る
に
せ
よ
、
各
日
は
公
示
せ
ぬ
正
す
れ
ば
、
会
所
得
の
減
少
が
何
蕗
か
ら
来
た
か

確
か
に
は
分
ら
す
、
其
鹿
に
幾
ら
か
立
(
秘
密
の
保
た
る
、
こ
ご
が
出
家
・

之
を
秘
密
に
じ
た
い
ご
い
ふ
の
希
同
z
b

充
記
さ
れ
る
。
又
強
ゐ
て
共
所
得
の
減
少
な
秘
し
た
い
ご
い
ふ
な
ら
ば
、
異
質
よ
り
も
大
〈
所
得
を
申
告
し
て
置

け
ば
、
共
れ
で
其
目
的
は
逮
ぜ
ら
れ
る
誇
で
ゐ
品
。
戒
は
又
、
「
公
一
不
き
る
、
治
め
に
、
不
正
巾
告
さ
れ
た
他
人
の

例
に
倣
ム
も
の
を
多
〈
生
じ
て
・
全
髄
上
仁
も
過
小
所
得
申
告
ご
な
る
記
い
ふ
泌
が
ゐ
る
(
剖
一
六
)
ご
い
ふ
が
、

し
て
其
も
或
度
ま
で
は
正
し
い
が
、
併
し
叉
反
面
に
於

τ一
公
示
さ
る
、
か
ら
、

あ
ま
り
慮
俗
的
申
告
を
し
た
柏
崎
め

に
、
批
曾
か
ら
惑
し
〈
思
は
る
、
の
を
恐
れ
る
古
い
ふ
こ
己
も
ゐ
っ
て
・
自
ら
申
告
を
正
確
に
近
づ
か
し
り
る
o

(
註
-
国
)

コ
ン
ラ
ー
ド
位
、
所
得
税
に
於
て
野
県
を
肱
む
る
銭
め
に
は
、
監
督
上
、

A

山
地
甲
山
協
力
を
弾
す
る
と
錯
し
、
ペ
ラ
フ
L

ル
」
ア
ス
日
、
租

稀
申
告
を
公
示
し
て
監
督
を
公
来
に
佳
か
す
主
い
ふ
手
続
出
排
砕
す
べ
島
、
り
ず
と
鴻
す
叫

(陸

-
Z
)

ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
土
地
に
闘
す
る
込
山
は
別
と
し
て
、
或
人
心
会
所
得
世
共
催
公
示
す
る
こ
と
に
は
応
は
す
べ
き
も
の
あ
り
在
品

L
、

テ
ス
泊
目
、
商
工
業
に
て
は
所
得
同
一
両
を
申
告
す
る
乙
と
に
よ
り
て
、
持
議
秘
密
の
漏
れ
る
と
と
を
忠
れ
る
。
特
に
其
先
批
し
た
る
と
昔
に
信
川

白
悔
は
る
h

こ
と
を
恐
れ
る
も
心
だ
と
鑓
L
、
ペ
ラ
ア
エ
ル
デ
ス
は
、
所
得
枯
は
、
此
が
箇
人
目
内
情
へ
感
知
開
き
凶
叫
げ
な
〈
し
て
は
行
占
。
へ
か

論

叢

九

尉
得
巾
由
遁
掃
の
柿
完
方
法

第
二
+
阻
害

二九
一ヒ

第
六
抑

そ

Need"ham， 1. c. y. _6. B~b Foldes， a. a. O. S. 437・
1ミoscher，a. a. O. S. 408 
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ら
ざ
る
こ
と
に

柏田
大福
司ド "， 
雄告
あ遁
明踊
乙 白

1~ 曲目

宅叫芸
法

第
二
十
四
巻

Jt. 
七

O 

第
六
競

論

議

(
陸
一
占
ハ
)

す
。

4

一7
7

エ
ル
一
ア
ス
は
、
公
示
。
結
果
、
従
鼎
正
嵐
に
巾
告
し
た
も
自
主

E

て
が
、
悪
例
を
且
て
、
之
に
倣
ふ
と
い
ふ
ζ

企
あ
り
と
性
意

円
申
告
内
容
の
外
部
漏
洩
を
厳
重
に
防
止
す
る
こ
ピ
!
|
上
に
い
ふ
如
〈
で
各
人
の
所
得
り
全
額
は
公
示

す
る
の
外
な
〈
、
叉
其
の
一
公
示
が
必
要
な
こ
ピ
で
は
め
る
が
、
各
人
に
於
て
某
内
容
の
細
き
こ
ご
を
外
部
に
知
ら

る
、
の
を
雄
ふ
己

ν
ム
こ
ご
も
あ
る
の
ど
か
ら
(
昌
一
七
)
、
此
秘
密
江
り
は
政
府
官
由
民
、
委
員
な
ど
に
於
て
股
重
に

之
を
保
つ
や
う
に

L
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
富
一
ろ
。

き
も
な
い

Z
其
申
告
を
偽
る
の
例
を
作
品
ニ
ピ
に
も
な

h
得

る
。
過
多
に
詐
る
の
は
財
政
牧
入
上
に
は
不
都
合
で
な
い
り
れ

E
も、

一
た
び
此
が
行
は
る
、
ご
き
仁
は
、
他
日

過
小
仁
詐
る
ピ
V
ふ
よ
ど
に
も
な
っ

τ、
結
局
.
尉
政
不
利
を
生
十
る
。

(
註
-
七
)

前
山
証
一
一
丸
審
問
。

プ
リ
ツ
ト
ウ
イ
ツ
ツ
封
、
ハ
ル
デ
Y

4

ル
ヒ
に
抱
で
た
報
告
に
於
て
、
所
得
抽
出
性
質
よ
、
有
力
に
私
川
産
。
秘
謝
に
立
入
り
、
其
縮

め
闘
民
を
脆
落
せ

L
品
、
外
岡
人
を
遁
ぎ
け
、
財
産
を
闘
件
に
追
ひ
出
す

k
い
五
た
が
、
ペ
ラ
フ
エ
ル

F
ス
弘
、
租
揖
事
項
に
は
雌
柿
な
る
秘
密

封
保
た
れ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
居
る
。
山
川
目
ヨ
ン
ラ
ー
ド
目
、
申
告
白
細
目
量
調
例
山
委
員
合
に
は
秘
密
に
す
べ
し
と
い
ふ
が
、
其
れ
て

却

は
蚤
貝
曾
の
機
能
を
艶
郁
す
る
こ
と
が
山
車
な
い
。

(陸

-
A
)的

一
定
形
式
の
記
帳
の
義
務
を
負
は
し
む
る
こ

Z
1
l此
色
申
告
者
の
虚
偽
を
抑
へ
、
之
が
盤
替
を
錯
す

上
に
有
功
で
あ
る

J

尤
も
此
を
凡
べ
て
の
種
類
の
も

ω
に
強
制
す
る
の
は
無
理
で
め
る
が
、
併
し
出
来
る
だ
り
康

Bela Fi:¥ldes. a. a Rosニher.a. a. O. S. 381 
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〈
之
を
行
ふ
ニ
ピ
が
、
右
の
監
督
の
上
に
は
留
一
ま
し
い
。

け
申
告
者
仁
申
告

ω
正
確
に
つ
き
宣
誓
ぜ
し
む
る
こ
古
|
|
此
は
一
の
形
式
で
、
有
名
無
賞
ご
も
見
ら
る

、
一
助
で
は
ゐ
る
が
(
誌
一
九
)
、
併
し
此
あ
る
と
き
は
、
此
な
き
場
合
よ
・
り
も
何
程
か
各
人
の
良
心
を
喚
起
す
る
に
役

立
つ
こ
芭
が
出
来
ゃ
う
。

(
陸
-
丸
)

ロ
ツ
シ
ア

i

H
、
之
金
N
M

て
大
に
揺
は

L
き
方
法
と
錦

L
、
ヨ
シ
ラ

l
r
も
、
申
告
の
正
官
。
保
誼
は
、
噛
吉
岡
民
の
義
務
自
上
に
由

品
存
す
ベ
〈
、
材
々
、
書
約
に
代
る
べ
き
判
明
詮
的

I

ょ
に
由
み
起
る
ペ

L
。
定
暫
白
要
求
は
排
牢
す
eへ
き
も
O
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
此
が
経
陸

上
、
回
避
を
肋
「
に
足
ら
ぬ
か
ら
と
い
」
叫

仰
不
正
申
告
に
制
裁
を
課
す
る
こ
ピ
|
|
各
人
の
申
告
を
詐
る
の
を
防
ぎ
、
夏
に
叉
申
告
を
怠
る
の
を
防

「
り
に
は
、
制
裁
剖
則
を
設
〈
る
も
巳
h
u

を
得
前
向
。
此
が
一
方
法
で
あ
る
宗
一
一
O
)
O

回
よ
b
制
裁
を
待
た
守
し
て

義
務
者
が
自
畿
的
に
申
告
す
る
や

F

フ
に
な
る
の
が
謹
一
ま

L
い
が
定
ニ
こ
、
併
し
其
は
理
組
で
ゐ
つ

τ、
質
際
ピ

L

て
は
制
裁
が
必
要
に
し
て
侠
〈
べ
か
ら
?
で
あ
る
o

特
に
此
制
裁
も
近
頃
は
糟
刑
さ
へ
も
課
す
る
を
歪
常
正
し
、

且
つ
其
質
例
も
出
来
て
居
る
次
第
で
あ
る
(
註
ニ
ニ
)
。

(
註
二
O
)

此
に
出
則
。
品
川
蝉
有
功
な
る
♀
と
は
、
ロ
ツ

ν
ア
l
、
コ
シ
ラ
ー
ド
、

z
l
イ
ル
ヒ
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
」
ア
ス
母
性
意
す
叫

テ
ヅ
シ
エ
マ
ツ
レ
」
ア
ー
は
、
租
枕
樹
則
同
唯
だ
前
後
手
段
で
あ
っ
て
、

一
位
-
二
)

一
般
輿
論
白
有
力
な
る
協
力
と
人
の
内
心
的
同
志
と
壮
{
し
て

は
川
ゆ
べ
き
も
の
て
な
い
。
そ
し
て
晶

A
道
議
と
租
税
道
義
と
の
盤
速
が
決
定
的
の
も
白
だ
乏
い
ふ

τ居
る
叫

(
陸
ニ
ニ
)
新

L
き
税
法
は
特
に
世
界
大
職
に
促
が
さ
れ
て
枯
法
趨
反
者
に
、
韓
刑
を
も
加
中
る
こ
と
に
な
っ
て
居
句
会
。
新
〈
て
例
之
、
米
関
所
得

諭

設

所
得
申
告
遺
漏
の
補
完
方
法

都
二
十
四
巻

九
七
三

第
六
観

Roscher， a. a. Q. S. 380. Conrad， a. a・0.5.70
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論

古車

所
持
申
告
遁
掃
の
制
完
方
法

第
二
十
四
谷

第
六
貌

九
七
四

稀
に
て
は
、
故
誌
に
枇
枯
し
た
も
自
は
耳
目
却
と
し
て
罰
金
心
外
に
、
軍
年
以
内
自
禁
制
に
も
虞
す
る
。
猫
亀
附
得
枯
に
て
も
、
誼
枕
者
に
遁
枯
誌

の
宵
伯
乃
二
十
倍
、
を
諜

L
、
外
に
五
年
以
内
の
禁
制
に
も
属
す
る
。

叫
所
得
額
の
大
小
に
耐
応
じ
て
選
事
様
其
他

ω
特
典
に
差
等
を
附
す
る
こ
ご
ー
も
亦
、
申
告
を
正
確
な
ら

し
む
る
の
に
幾
分
か
役
立
つ
で
あ
ら
う
が
、
所
詮
某
差
等
は
精
細
な
も
の
で
あ
る
一
て
己
は
出
家
守
、
大
ま
か
な
も

の
で
ゐ
っ
て
、
其
数
果
は
大
し
た
も
の
で
は
ゐ
り
得
凶
。
加
之
、
此
に
或
度

ω致
川
市
が
ゐ
る
さ
し

τも
、
民
衆
的

精
紳
の
盛
ん
な
時
代
じ
は
・
行
ひ
認
い
ご

νふ
こ
芭
も
ゐ
る
(
武
二
一
-
一
)
。

ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
此
方
法
は
内
部
内
反
却
の
伺
め
に
破
れ
る
三
あ
ら
う
。
印
ち
也
事
出
に
大
な
る
判
他
を
民
ふ
る
で
つ
な
政
油
部
内
盛

ん
な
岡
氏
は
、
相
例
、
同
叫
に
民
主
山
に
考
ふ
る
か

ι、
此
制
低
を
叫
ゆ
ベ
か
b
ず
と
錦
す
と
い
ふ
て
居
る
。

(
謹
二
三
)

ハ
川
義
務
者
の
申
告
以
外
に
於

τ制
盈
材
料
を
得
る
方
法

-
義
務
者
以
外

ω人
を
利
用
す
る
こ
ご

叫
他
人
巾
告
を
利
用
可
る
こ
正
|

i
即
む
義
務
者
以
外
に
於

τ、
共
人
の
所
得
世
知
h
得
る
地
位
に
あ

(
 

る
一
定

ω者
に
、
義
務
省
の
所
得
に
つ
い
て
申
告
す
る
山
義
務
を
負
は
し
む
る
こ
芭
も
亦
、
法
制
酬
を
充
た
す
の
に

有
益
で
ゐ
b
、
且
つ
此
が
義
務
者
的
反
省
を
も
促
が
す
事
に
な
る
。
例
之
、
雇
主
刺
排
主
借
地
人
制
家
人
な
ど
の

如
き
も
の
に
其
使
用
人
、
貸
主
な
ど
の
収
得
す
べ
註
も
の
に
つ
い
て
申
告
せ
し
む
る
の
以
有
徒
で
あ
る
(
詰
ニ
聞
い

)
O

特
に
延
代
経
済
組
織
「
い
て
は
、
銀
行
や
信
託
曾
枇
に
比
施
の
義
務
を
負
は
ず
な
ら
ば
最
有
功
で
ゐ
る
(
説
二
百

)

Q

併
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L
恰
か
も
其
は
銀
行
等
の
反
謝
で
行
は
れ
難
い
の
で
は
あ
る
o

此
事
は
諸
幸
四
人
の
臨
む
る
断
で
あ
り
、
制
ほ
拙
文
番
目
閥
尚

(
陸
二
回
}

(
位
二
五
}

Z
I
4
ル
ヒ
は
、
近
頃
は
銀
行
も
報
告
す
べ
き
も
由
と
せ
ら
る
誌
と
錯
し
、
同
ツ
シ
ア
ー
も
、
銀
行
が
富
者
自
大
部
分
自
鑓
品
に
帳
簿

及
金
庫
を
預
か
る
。
英
園
内
や
う
な
盛
て
は
、
銀
行
口
所
得
柑
O
評
定
に
位
、
恐
ら
〈
良
い
結
果
を
以
て
地
付
・
9
L
U
L
得
る
で
あ
ら
う
企
い
ふ
叫

仙
円
租
税
事
項
の
密
告
者
を
賞
奥
す
る
こ

E
1
1此
も
亦
租
税
遺
漏
L
Z
制
ふ
の
一
方
法
Z
は
な
る
o

け

れ
ど
も
其
は
闘
民
相
互
聞
に
他
人
の
弱
貼
を
後
き
合
ふ
こ
吉
、
な
る
の
で
、
善
良

ω風
俗
を
傷
り
る
も
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
採
ら
凶
が
良
い
雀
こ
さ
。

ロ
ツ
シ
ア
ー
も
、
深

t
宰
へ
た
一
般
闘
民
自
考
は
、
場
骨
を
恥
づ
べ
奇
こ
と
主
縞
ナ
と
い
ふ
て
居
る
咽

「
量
二
六
)円

い
政
府
自
ら
義
務
者
の
申
告
以
外
の
材
料
を
求
む
る
こ
己
、

ハ
円
他
殺
の
材
料
を
利
用
す
る
-
」
ピ

l
l卸
も
所
得
税
以
外
に
存
す
る
、
股
盆
税
や
特
別
所
得
税
や
相
鋪

殺
な
ど
仁
於
り
る
課
税
物
件
及
標
準
か
ら
し
て
或
人
の
所
得
を
推
定
し
得
る
こ
さ
が
少
〈
な
い
(
註
ニ
七
)
O

(
信
二
七
)

ロ
ッ
ジ
ア
'
同
、
肱
盆
曲
、
相
槌
栂
に
つ
い
て
此
世
詑
{
。

4

一一フ」リエル
J
Y
ス
も
、
申
告
の
監
督
自
局
晶
に
役
立
つ
諸
白
手
続
由
中

に
、
共
申
昔
を
、
他
白
源
よ
P
生
ず
る
も
の
是
比
較
す
る
ζ

と
あ
り
と
錦
す
叫

仲
義
務
者
に
属
す
る
其
他
諸
の
外
形
標
準
に
擦
る
こ
苫
も
1
1出
来
る
。
共
ん
な
も
の
は
見
出
せ
泊
ご

も
い
ふ
が
(
註
ニ
λ
)
、
賞
際
或
度
去
で
役
に
立
つ
外
形
標
準
は
求
め
て
得
ら
れ
ぬ
こ
ご
は
な
い
。
其
最
適
切
な
の
は

消
費
情
艇
の
如
き
で
あ
る
(
註
ニ
九
}
。
消
費
情
態
が
完
全
に
所
得
を
示
め
す
も
の
ピ
は
い
へ
す
、
此
の
み
に
て
所
得

箇

諜

所
得
申
告
遺
漏
由
補
完
方
法

第
一
一
十
四
巻

九
七
五

第

韓
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論

議

所
持
巾
告
遺
漏
由
補
完
方
法

第
二
十
回
答

第
六
棒

四

九
む
六

を
見
ゃ
う
ご
い
ふ
の
は
不
都
合
で
あ
ら
う
(
詰
三
O
)
。
特
仁
大
な
所
得
者
で
は
之
に
よ
り
て
謀
ら
晶
、
.
』
己
に
は
な

る
が
{
位
三
二
、

併
し
元
来
、

消
費
は
或
度
ま
で
所
得
ピ
釣
合
を
保
っ
て
局
、
，
り
(
説
三
二
三

特
に
小
な
所
得
者
で
は
之

か
ら

Lτ
所
得
を
見
る
こ
正
が
出
来
る
。
特
に
義
務
者
の
申
告
し
た
所
得
が
消
費
額
よ
b
も
小
V
Z
V
ふ
ニ
子
伊
』

見
出
す
場
合
の
如
き
仁
は
、

む
し
ろ
消
費
仁
掠
る
正
す
る
の
も
己
む
を
得
ぬ
。
其
れ
か
ら
住
家
の
家
賃
の
如
き
も

所
得
の
一
標
準
百
な
る
c

比
家
賃
の
一
定
的
敏
を
以
て
所
得
ご
見
倣
す
ご
す
る

ω
も
・
所
得
の
明
な
b
難
き
場
合

に
は
用
ゐ

τ便
で
あ
る
。
現
に
備
闘
に
て
は
、
外
岡
人
に
し
て
内
地
に
滞
在
す
る
も
の
に
は
、
茶
所
得
は
英
住
す

る
家
尾
の
屋
賃
の
一
定
倍
数
以
下
花
る
ぺ
か
ら
A
Y
Z
錯
し
在
三
三
)
、
他
の
闘
に

τも
屋
貨
を
或
方
法
に

τ所
得
調

査
上
に
利
用
し

τ居
る
(
警
両
日
)
O

其
他
・

田
畑
的
所
得
e

皆
、
其
賃
貸
冊
間
格
の
一
定
制
己
し
て
推
定

1
ゐ
己
い
ふ
こ

ご
も
行
は
る
、
註
三
一
五
)
O

此
も
一
々
の
回
畑
に
つ
き
質
所
得
を
算
定
す
る
こ
ご
の
爾
倒
厄
介
な
る
に
於

τ、

偲
法
ご
し
て
奨
む
る
仁
足
る
。

(
駐
ニ
A
)

訓
川

タ
ラ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
人
げ
か
各
義
務
者
内
所
得
由
大
さ
を
綿
密
に
確
知
す
る
或
外
形
掠
単
を
一
ん
め
る
こ
と
は
不
可
能
だ
主
い
ふ
o

チ
ス
一
刀
は
、
租
枯
官
躍
が
既
得
。
高
さ
を
知
る
一
方
出
と
し
て
、
井
昭
標
準
、
例
売
消
設
に
よ
る
官
臨
白
判
定
を
皐
げ
、
ロ
ツ
ツ

は
、
務
時
白
申
告
義
掛
世
怯
也
容
官
脳
的
制
査
に
よ
り
て
所
何
枇
の
行
は
れ
た
場
合
に
は
、
消
費
の
見
積
が
主
弾
む
る
楳
串
て
あ
ウ
た
と
鵠
し
、
ィ

ラ
フ
エ
ル
ヂ
ス
は
、
諸
の
所
得
税
訟
が
、
其
租
松
川
収
入
獄
枠
内
方
訟
を
、
抱
一
明
者
立
五
円
強
京
共
中
背
し
た
よ
り
も
一
層
大
な
所
制
作
を
前
提
L

作
る
場
合
に
所
得
の
代
り
に
前
調
を
楳
噌
と
す
る
こ
&
に
且
出
L
た
E

とい
-AA
山

町

(
陸
三
O
)

チ
ス
カ
は
、
前
費
位
、
所
持
内
高
さ
に
就
い
て
山
賀
際
自
確
な
る
標
準
主
併
す
る
と
と
は
山
車
な
い
と
U

A

d

(
控
二
九
)

ω 
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(
註
=
ニ
)

ロ
ツ
ツ
位
、
小
所
得
階
続
て
は
、
所
得
在
、
多
一
宇
精
着
に
市
費
に
よ
り
て
見
積
る
可
能
が
あ
る
げ
れ
匂
も
、
大
所
得
枕
得
者
に
て
は
守

其
止
括
方
法
を
同
国
更
す
る
こ
と
苛
{
し
て
、
大
壮
観
を
安
本
吐
す
る
(
消
費
に
使
は
な
い
)
可
曲
性
あ
り
と
い
ふ
耐

一
ア
ツ
シ
品
マ
ツ
ヒ
ア
ー
が
、
消
費
は
所
得

ω
大
さ
に
係
る
G

消
費
と
所
得
と
の
交
換
性
が
此
に
基
(
と
い
J
t
の
は
或
度
ま
で
窓
味
あ
る

(
註
三
ニ
)

事
で
あ
る
。

)
‘
、
、
、
、

(
信
=
一
三
)
パ
い
仰
園
所
持
積
ど
は
、
働
闘
に
住
虞
を
有
た
ず
併
し
一
主
は
監
事
一
白
島
蕗
(
剛
住
虎
)E-有
つ
人
に
ヲ
い
て
、
共
腺
障
す
ペ
き
所
得
は
・

品
開
固
に
在
リ
又
は
行
は
る
ミ
財
産
管
業
見
世
職
業
よ
り
義
務
者
の
牧
得
す
る
所
得
が
一
一
層
大
な
金
額
に
よ
ら
ざ
る
眠
り
、
共
一
一
え
は
鑑
多
目
居
血

の
賃
貸
倒
祐
四
七
倍
に
持
し
き
翻

i

と
す
る
。
川
北
九
他
、
地
(
聞
に
て
拙
て
其
↑
般
所
有
祇
丘
町
諜
に
ワ
き
政
府
か
ら
提
案
せ
ら
れ
、
時
・
し
議
舎
で
当
日

採
納
さ
れ
な
か
う
た
案
に
て
も
、
右
と
嗣
晶
体
・
租
枕
義
務
あ
る
所
鮮
が
住
居
消
費
山
少
〈
と
も
一
定
借
監
と
僻
定
さ
れ
た
所
で
あ
る
o
即
ち
之
に

依
る
と
、
住
居
地
を
一
一
一
段
に
分
け
て
、
ゥ
キ
ー
ン
に
て
は
、
一
h
C
0
7
ロ
リ
シ
以
下
山
年
住
居
消
費
に
て
は
四
倍
、
五

υ
0
1
1
一
0
0
0、
に

τ位
五
倍
、
一

o
o
o
l
-
-
ニ
0
0
0
に
て
は
六
倍
、
ニ

o
o
o
-
-五
0
0
0
に
て
は
七
倍
、
五

O
o
o
'
l
l
-
o、
0
0
0
に
て
は
λ
倍、

一
。
、

0
0
0
以
上
に
て
は
十
倍
と

L
、
戎
宰
に
↑
高
叫
上
心
人
口
白
町
及
保
養
且
出
品
町
で
位
、

E
O
O
H
下
内
年
住
帰
前
山
置
で
は
五
倍
、

E

o
o
l
-
-
一
0
0
0て
は
六
倍
、
一

c
o
o
-
L
一
0
0
0
て
は

b
倍

J
3
0
0
1
1五
C
O
Oて
は
λ
倍
、
五

0
0
0以
上

τは
十
怖
と
す

る
o

凡
べ
て
其
他
の
蕗
て
は
、

E
O
O以
下
山
住
陪
泊
費
て
は
六
倍
、
五

O
O
-
-
一
0
0
0て
は
七
倍
、

-
C
o
o
l
-
-
0
0
0
て
は
凡

倍
、
ニ

0
0
0
以
上
で
は
十
倍
と
す
る
o

其
れ
か
ら
タ
ス
マ
ユ
ア
に
於
け
る
非
時
叫
的
能
力
稀
と
い
ふ
山
出
、
此
と
同
方
法
に
依
る
も
心
で
あ

る
O

印
ち
比
に
て
は
、
人
的
所
得
額
は
納
税
省
出
其
住
盛
田
錦
め
に
現
に
抑
U
U
A

は
釧
ふ
と
推
定
せ

ιる
与
制
に
よ
り
、
其
年
家
賃
翻
と
り
周
に

一
定
自
刷
師
あ
り
と
僻
定
せ
ら
札
る
。
即
ち
昼
貨
白
一
定
。
倍
腕
在
所
持
と
す
る
こ
と
与
な
る
。
即
ち
普
渇
白
佐
島
田
占
有
者
に
て
は
三
十
時

(
年
昼
賃
}
以
下

ιは
共
の
五
倍
、
三

0
1
l凹
C
暗
白
に
は
六
倍
、
凹
ゆ

|

1

5
習
に
は
七
倍
、
大

o

l
入

O
磁
の
に
は
入
倍
、
き

-
-
一

O
O碕
に
は
九
倍
、
一

O
O碕
以
上
に
は
十
倍
と
ナ
る
時
て
あ
る
叩

(
位
三
回
)
剖
之
、
換
固
に
て
は
、
出
掠
る
だ
け
義
務
省
自
申
告
に
依
る

η
れ
ど
も
、
共
が
あ
宜
リ
に
小

ν
と
昔
、
十
分
な
る
世
間
を
待
な
い
と
き

に
は
、
委
員
合
仕
他
心
材
料

ιよ
P
て
自
ら
決
定
す
る
乙
主
量
刑
官
、
随
必
て
或
外
雌
標
準
作
基
ド
て
且
積
り
を
錦
す
こ
と
に
な
る
。
血
報
の
槙
噛

論

既
得
申
告
誼
編
目
補
完
方
法

五

識

第
二
十
四
巻

九
七
七

第
六
現

Lotz:，. <1.. a. .0. S. 408. 
Teschemacher. a. a. o. S. 82 
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主講

叢

第
二
十
四
巻

第
六
貌

大

既
得
申
告
遺
漏
泊
補
完
方
法

九
じ
λ

と
し
て
は
、
納
拙
者
の
佐
島
田
錦
め
に
仙
慨
に
よ
り
摘
は
れ
た
る
家
賃
が
最
官
官
力
の
も
の
と
せ

ιれ
る
。
そ
し
て
趣
倒
、
所
得
時
此
の
削
き
家
賃
白

明

五
倍
に
膏
し
い
も
白
と
せ
ら
れ
る
。

英
闘
で
位
、
農
業
者
申
場
合
に
、
其
畑
町
賃
貸
惜
持
由
一
定
割
合
在
、
其
刺
得
の
標
準
と
す
る
と
い
ふ
工
夫
が
、
農
業
者
を
し
て
簿
抱

を
必
要
と
せ
し
め
ず
、
而
か
も
蹴
租
誘
惑
か
ら
救
ふ
た
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
岨

(
健
三
五
)

、，c一
般
生
産
交
通
界
に
於
け
る
統
計
材
料
に
依
る
喧
』

Z
1
1前
に
奉
げ
た
こ
の
も
の
は
、
嘗
該
義
務
者

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
其
外
に
、

一
般
経
糖
界
に
於
り
る
統
計
材
料
な
ど
か
ら
し
て
推
定
し
得
る
こ
ご
が

少
〈
な
い
。
例
之
、
砂
糖
商
人

ω所
得
額
は
、
砂
糖
の
生
産
高
、
輸
出
入
高
.
其
債
格
の
麓
動
な
ど
か
ら
或
度
ま

で
は
分
り
得
る
。
之
を
利
用
す
る
こ
芭
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

d
他
地
方
の
申
告
己
比
較
す
る
ニ
ご

1
ー
も
、
米
固
な
r」
で
は
行
は
れ

τ底
る
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
え

此
闘
で
は
斯
(
L
て
各
地
の
聞
に
平
準
を
行
ひ
不
均
衡
の
な
い
や
う
に
務
め
る
3
う
だ
が
哨
斯
(
す
れ
ば
、

U
L

ろ
過
小
申
告
が
標
準
と
な
っ
て
申
告
の
遺
漏
を
助
〈
る
こ
正
、
な
る
の
嫌
が
な
い
で
は
な
い
。
尤
も
此
運
用
方
法

加
何
に
よ
h
て
は
、
之
に
よ
h
て
漏
れ
た
る
も
の
を
理
め
る
こ
正
が
出
来
な
い
こ
ご
も
な
い
。

は
申
告
に
依
る
主
制
倒
的
課
税
法
ピ
並
ん
で
・
一
部
特
別
の
所
得
仁
就
昔
、
特
に
義
務
者
の
申
告
仁
依
ら
十
客

観
的
な
る
源
泉
謀
税
法
を
採
る
こ

Z
1
1卸
も
所
得
の
多

f
の
も
の
は
申
告
主
義
に
よ

hτ
綜
合
課
税
を
行
ふ

τ

も
、
特
に
隠
匿
の
可
抱
性
の
大
い
所
得
に
つ
い
て
は
之
が
除
外
例
Z
潟
し
、
之
を
源
泉
炉
ら
し
て
取
る
ご
す
る
の

Szomb:¥thy. Die neue Einkommensteuer S Kennan. 1. c. p. 40-41 

62-63・
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も
一
の
申
告
遺
漏
の
防
止
方
法
で
ゐ
る
{
陸
=
一
さ
o

現
に
此
は
我
国
の
第
二
積
所
得
に
行
は
れ
て
有
数
に
働
い

τ居

る
。
之
に
よ
h
て
申
告
主
義
の
吟
味
的
の
弊
も
遊
げ
ら
れ
富
三
七
)
、
更
に
徴
税
費
を
も
節
す
る
を
得
て
居
る
(
詰

=一凡}。

日
1
4
C目
、
源
皐
謀
章
一
般
に
一
唐
且
好
な
る
租
枕
成
呆
暴
〈
是
錯
し
、
テ

2
も
、
此
町
出
来
る
だ
け
凡
ぺ
て
白
所
得

を
捕
捉
す
る
目
的
を
逢
ナ
と
錦
L
、
セ
リ
グ
マ
ン
も
、
源
泉
隷
軸
由
利
食
は
、
正
直
な
る
納
積
者
の
惇
護
在
、
圏
直
利
益
の
保
護
と
に
あ
り
と
昆

(陸

=--A}

L
、
フ
ェ

I
ピ
ア
ン
レ
ザ
1
4
J

ヂ
パ
l
L
F
メ
シ
ト
も
、
根
本
原
則
と
し
て
滅
呆
識
祉
を
採
用
す
る
ζ
と
に
よ
り
て
-
貸
際
に
は
不
距
九
品
目
凡
・
へ

t

の
醐
舎
が
詔
例
。
義
務
者
か
ら
陣
か
る
と
い
ふ
O
M
V
レ
ツ
ヂ
ツ
シ
は
柑
挟
〈
此
鵠
馳
方
法
の
刺
盆
を
臨
晶
、
此
が
舵
松
山
特
晶
な
る
多
〈
山
場
合

に
越
前
に
韻
砥
す
る
と

k
E確
保
す
主
錯
し
、
テ
ツ
シ
エ
マ
ツ
ヒ
ア
ー
は
、
此
〕
叩
共
由
行
H
V

掃
ペ
き
資
本
種
績
を
寅
際
、
油
開
な
{
捕
捉
す
る
こ
と

却

は
否
む
，
へ
か
ら

F
と
認
し
、
ロ
ツ
シ
ア
ー
は
貸
地
、
備
陣
に
つ
い
て
之
を
設
〈
。

(
註
三
七
)
ケ
シ
ナ
シ
は
、
海
副
車
操
稲
原
則
が
十
分
に
適
用
さ
る
L

と
き
に
、
時
時
的
方
桂
に
依
る
こ
と
が
大
に
避
け
ら
る
と
鋸

L
、
-
へ
ヲ
y
z
ル

〉何

ヂ
ス
も
、
之
に
よ
り
義
務
者
が
不
快
な
る
申
告
よ
り
覚
る
と
鵠
す
。

レ
ツ
デ
ツ

ν
は
、
此
が
稀
祉
制
官
に
品
即
け
る
仕
事
及
費
用
の
大
な
る
節
約
量
生
ず
る
と
い
ふ
凶

{陸
Z
A
}

、J日
所
得
税
外
の
税
に
於
て
行
は
る
、
も
の
|
|
所
得
税
に
て
は
越
川
肌
苫
れ
た
に
し
て
も
・
他

ω
諸
の
税
の
存
在

に
よ
り
て
其
を
捕
捉
す
る
ご
い
ふ
こ

Z
が
い
へ
る
。
所
得
税
で
漏
れ
た
所
得
.
能
カ
を
凡
べ

τ捕
へ
る
正
は
い
へ

な
い
ー
が
、
或
皮
ま
で
捕
へ
得
ざ
い
ふ
-
』
ご
は
出
来
る
。
之
を
租
税
の
補
完
作
用
Z
し
て
考
察
す
ぺ
き
で
あ
h
H
牧

盆
税
交
遇
税
消
費
税
な
ど
凡
ぺ
て
此
働
e

宮
崎
局
す
。
就
中
、
相
綴
税
は
或
人
の
一
生
中
に
週
脆
し
た
も
の
を
最
後
に

抑
へ
る
の
に
侠
(
吋
か
ら
や
'
E
見
ら
れ
工
居
る
(
註
三
九
)
O

論

能

所
得
申
告
遺
梯
の
補
完
方
法

第
二
十
剛
容

第
六
雄

七

九
七
九

~heberg，_ a. a. D. S~ 2哩9・Tyszka，a.ιo. s. 179.__ ~elîgn~an ， !. c. p 
692. ."'ibi::;n. Research Depar"tment!...l. <:. p. 5: Reddish， yri~ciples ~ñd 
practice ot il!.come tax etc_ p・S. Teschemacher. a. a. 0目 s.-90. Ro 
scher， a. ~. O. s. 407. 
Kennan， 1. c. p_ .124: Be1a Fo1des. a. a. O. S. 443 
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論

訟

所
得
申
昔
遺
漏
由
柿
完
方
拡

第
二
十
四
巻

九

λ
0

第
六
韓

入

プ

リ

ラ
1

2

ン
グ
位
、
断
持
続
遁
肱
む
唯
一
自
信
頼
す
べ
き
救
掛
手
段
と
し
て
、
た
V

直
系
半
厨
へ
自
制
蹴
馳
山
採
川
の
み
が
考
察
に

車
る
と
活
L
、
ェ
1
4
ル
ヒ
も
、
恨
令
後
か
ら
と
は
い
へ
、
質
際
有
効
な
る
監
督
が
最
良

t
、
一
般
利
横
槍
に
よ
り
て
行
回
る
と
縞
L
、
ロ
ツ
ツ

は
、
夫
婦
且
直
糸
山
中
風
の
牧
得
を
も
捕
捉
す
る
相
時
四
軸
に
依
る
所
得
積
白
補
先
が
、
此
枇
曾
に
普
及
し
た
る
過
小
申
告
を
前
減
せ
し
め
る
泊
め
の

a一

頗
る
用
ゆ
ベ
吉
方
法
と
認
め
ら
る
み
』
い
ふ
て
居
る
。

(
佐
官
-1)

第
二
段

消
費
事
責
に
依
る
所
得
申
告
遺
漏
の
補
完
方
法

前
段
に
於
て
所
得
税
に
於
り
る
所
得
申
告
の
遺
漏
を
過
べ
、
且
つ
之
が
補
完
の
錦
め
に
す
る
請
の
方
法
を
列
奉

し
た
。
葱
に
其
中
に
就
い
て
、
義
務
者
の
泊
施
質
事
情
か
ら
し
て
所
得
額
を
推
定
す
る
の
方
法
を
採
っ
て
特
に
考
察

L
τ
見
ゃ
う
正
恩
ふ
。

↓
共
方
法
|
|
其
は
義
務
者
の
申
告
し
た
所
得
額
が
、
明
か
に
其
人
の
住
居
の
み
な
ら
守
康
〈
生
活
振
b
、
消
費

情
強
か
ら
見

τ其
費
用
に
及
ば
ぬ
ご
、
政
府
に
於
て
認
め
た
る
ご
き
は
、
本
人
よ
り
し
て
確
貨
な
る
反
読
な
き
以

上
は
、
政
府

ω
認
定
に
よ
・
9
て
決
定
し
得
号
}
ピ
、
焼
す

ω
で
、
此
は
現
仁
濁
逸
共
和
国
の
所
得
税
法
の
採
る
所

で
あ
h
(詰
四
O
)
、
瑞
西
等
に
も
同
様
の
こ
ピ
が
行
は
れ
(
註
凹
ニ
、
更
に
英
国
に
て
も
一
部
の
者
の
所
得
に
つ
き
消

費
よ
り
の
推
定
が
行
は
れ
て
居
る
(
説
凹
ユ
)
。

詳
し
{
い

A
K、
絹
逸
て
は
、
無
制
限
に
所
得
枯
義
務
を
負
ふ
者
(
内
地
在
住
者
、
件
闘
在
住
白
調
抱
書
目
)
白
決
定
さ
れ
た
る
叫
得

封
、
其
人
の
金
生
活
情
強
由
考
議
。
下
に
、
其
人
の
消
費
と
明
か
に
不
均
衡
な
る
場
合
に
は
、
其
市
費
計
謀
桔
標
準
か
ら
除
持
さ
れ
た
一
定
白
蹄

(
陸
四
O
)

Lotz， ft. a. Q. S. 7
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得
科
目
か
ら
支
出
さ
れ
た
か
、
其
人
以
外
白
義
務
者
白
慮
て
反
弱
性
を
有
っ
た
収
入
と
し
て
既
に
操
棺
さ
れ
て
居
る
支
出
に
属
す
る
(
即
ち
其
は

或
入
品
ら
他
白
人
へ
圧
説
的
に
奥
~
ら
る
ミ
州
防
A

盟
て
、
受
{
る
方
白
人
の
蕗
で
所
得
枕
を
謀
せ
ら
れ
て
届
れ
ぽ
、
此
奥
ふ
る
人
白
血
で
は
之
に

は
鵡

L
t
い
こ
と
に
な
る
)
こ
と
を
u
n
義
務
者
が
詮
明
し
な
い
以
上
は
、
所
得
山
代
り
に
其
泊
捜
部
謀
柑
梯
申
ム
一
せ
ら
る
‘
与
を
得
る
こ
と
誌
な
っ

て
居
る
。
そ
し
て
比
に
消
費
と
い
ふ
白
は
、
特
に
内
務
者
自
家
計
及
生
計
白
勉
め
に
支
山
さ
る
h
h

額
『
彼
自
身
及
家
族
内
維
持
に
使
は
る
ミ
も
の

並

ι義
務
者
自
由
ア
財
庫
輯
の
賦
課
せ
ら
れ
な
い
物
抽
出
山
牧
得
の
属
品
の
費
用
量
合
町
)
主
す
る
。
此
消
費
に
算
「
な
い
の
は
何
義
務
者
。
事
情

に
て
判
官

2
器
T
Z
起
へ
な
い
だ
げ
に
て
の
線
費
、
山
山
一
定
的
負
債
利
子
、
年
金
且
総
統
的
負
摘
、
小
山
所
組
、
財
産
、
土
地
、
豊
輔
の
枕
、
山
町

一
定
自
特
別
給
付
並
に
内
回
心
協
曾
へ
の
一
一
川
的
且
反
説
的
分
鵡
金
(
但

L
串
間
上
謀
術
上
宗
敬
上
菰
善
よ
又
は
公
益
上
白
目
的
を
迅
ふ
も
の
を

除
〈
)
、
山
山
梨
材
且
作
品
川
治
療
又
は
肉
値
目
損
害
同
偏
目
的
自
物
挫
の
矯
め
の
費
用
で
あ
る
。
そ

L
て
副
笠
章
者
の
申
請

ιよ
町
て
除
外
す
る

を
得
る
措
置
も
あ
る
。
共
は
川
病
問
刑
吾
川
不
牛
に
よ
り
生
ぜ
ら
れ
た
る
州
品
質
、
付
出
産
、
小
川
叫
の
養
育
敬
育
に
よ
り
て
必
一
世
と
な
w
q
た
る
作
品
陥
な

る
山
費
、

h
い
枇
宵
的
理
向
上
り

L
て
必
要
な
る
だ
け
に
て
怯
用
人
文
仕
萄
使
用
人
山
泊
め
の
費
用
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
所
持
と
消
費
と
の
平
均
揖

と
い
ム
乙
と
は
、
消
費
が
砂
一
，
旬
、
と
も
、
所
得
上
り
も
北
半
世
だ
け
高
い
企
き
に
の
み
似
定
せ
ら
札
る
こ
と
が
山
車
、
北
れ
か
ら
共
義
務
者
が
其
前

費
を
、
最
近
三
年
内
四
共
成
立
時
に
際
し
て
、
所
得
積
法
に
依
る
謀
耽
に
服
し
た
る
財
産
其
も
由
か
ら
支
出
し
た
こ
と
を
誼
明
し
た
と
き
に
は
、

此
所
得
白
代
り
に
消
費
を
抽
準
と
す
る
の
規
定
を
迎
川
し
な
い
。
匝
に
此
規
定
は
、
消
費
が
年
ホ
ザ
〈
と
も
一
高
宜
千
馬
克
な
る
と
き
に
の
み
適
用

す
る
叫

(
位
四
-
)

噛
回
に
て
は
、
租
枇
義
務
省
山
所
得
は
、
共
が
少
〈
・
と
も
其
所
得
に
よ
り
て
生
活
す
る
入
。
泊
伐
よ
り
少
〈
な
い
ヂ
う
な
一
向
き
に
評
定

し
な
〈
て
は
な
ら
由
&
い
ふ
規
定
が
あ
る
(
ヲ
ユ
!
リ
ツ
ヒ
、
サ
シ
ガ
レ
シ
、
ゾ
ロ
ツ
ル
シ
)
。
尤
も
義
務
合
出
此
前
費
量
、
所
得
紐
義
務
な
き
貨

幣
方
便
(
倒
之
‘
共
も
つ
財
産
自
挫
の
消
費
に
よ
り
、
借
入
金
に
よ
リ
、
又
は
他
州
に
在
る
土
地
等
の
枚
入
に
よ
り
)
か
ら
支
則
す
る
こ
と
を
反
誼

す
れ
ば
、
所
得
制
泊
狩
よ
リ
丸
小
〈
て
も
泊
費
に
依
b
自
己
と
込
な
り
得
る
。
併
し
又
此
反
誼
は
、
砥
法
が
明
か
に
所
持
の
代
り
に
前
揖
共
も
白

を
誠
枕
物
刊
と
よ
る
場
合
に
は
詐
さ
れ
な
い
(
例
之
、
テ
ユ

1
り
ツ
ヒ
て
は
、
新
に
此
州
に
燕
使
し
た
義
務
者
に
し
て
、
俸
制
山
錨
め
に
此
に
滞

在
し
な
い
も
山
に
つ
い
て
は
、
此
州
に
於
け
る
般
の
滞
在
自
品
調
。
二
一
年
間
H
‘
彼
自
消
費
、
詳
し
〈
い
へ
ば
彼
自
身
及
彼
ξ
共
同
生
活
す
る
者

論

司監

第
二
十
回
巷

丸
J、

防
得
申
告
遺
湖
の
補
完
方
法

第
六
貌
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第

二

十

四

径

九

凡

ニ

の
括
u
b
山
抽
出
費
量
租
軸
拍
手
掛
あ
る
所
持
と
す
る
と
あ
る
か
ら
、
此
場
合
に
は
必
ず
消
費
に
依
る
ず

第
六
蹴

四
O 

前

震

所
得
申
告
遺
漏
白
一
補
完
方
法

向
ほ
背
ザ
タ
セ
ン
所
得
世
怯
に
て
も
、
申
告
さ
れ
た
所
得
封
、
明
か
な
る
家
計
貨
よ
り
も
小
い
と
き
に
は
、
租
積
が
後
者
に
土
明
計
算
せ
ら
れ
た
出

英
国
て
は
、
小
両
府
主
其
他
樹
立
砂
利
症
状
得
者
に
ヲ
い
て
は
枕
務
官
出
申
告
。
み
に
位
ら
ず
、
種
々
。
情
報
を
集
め
、
且
つ
住
家
の

(
能
回
ニ
)

設
備
其
他
に
闘
す
る
生
活
情
態
か
ら
し
て
各
家
族
内
通
例
。
所
得
に
つ
き
公
平
に
柑
窃
な
る
値
定
量
作
り
得
る
こ
と
に
な
ワ
℃
居
る
止
V
ふ
こ
と

だ叫

司
其
批
判
|
|
今
進
ん
で
比
方
法
を
少
し
〈
批
評
L
て
見
る
。

A
課
税
技
術
上

川
長
所
|
|
各
人
が
進
ん
で
申
告
せ
中
又
は
申
告
を
詐
旬
、
政
府
に
て
各
人
の
申
告
を
促
が
す
方
法
を
講
じ

τ色
、
備
は
彼
等
が
之
に
従
ふ

τ来
な
い
以
上
は
、
直
接
正
面
か
ら
所
得
を
見
る
ニ
ピ
の
代
・
り
に
、
裏
面
か
ら
消

費
に
就
い
℃
所
得
を
推
定
す
る
の
方
法
を
採
る
の
も
巴
む
を
得
F
る
こ
ご
で
あ
る
o

必
や
此
推
定
が
出
来
る
正
は

限
ら
や
，
、
時

E
L
て
所
得
り
大
部
を
消
費
に
充
て
守
、
消
費
が
所
得
に
仲
は
旧
制
正
レ
ム
ニ
ピ
も
あ
っ

τ、
之
の
み

に
は
依
れ
な
い
り
れ
ど
も
、
叉
所
得
ぜ
一
消
費
ピ
並
行
す
る
-
』
と
も
め
っ
て
、
特
仁
申
告
L
た
る
所
得
が
、
消
費
よ

b
小
い

Z
き
の
如
昔
、
明
か
に
其
消
品
質
仁
よ

hτ
所
得
を
推
定
し
て
良
い
の
で
ゐ
り
、
そ
し

τ其
消
費
は
第
一
、

住
居
の
賃
貸
腐
格
の
如
き
に
よ
'
り
て
明
か
に
容
易
に
推
定
し
得
る
所
で
あ
り
、
比
に
て
は
少
し
も
吟
味
的
の
弊
害

も
な
〈
し
て
燐
む
(
註
四
=
一
)
O

其
れ
か
ら
僕
婦
の
伎
用
事
情
か
ら
し
て
も
推
定
は
容
易
で
ゐ
り
、
英
人
の
購
入
す
る

相
手
の
商
人
が
定
ま
っ
て
居
る
正
し
て
、
其
商
人
の
責
上
限
の
調
べ
か
ら
し
て
も
計
算
す
る
こ
ご
は
出
来
る
。

Blumenstein， Schv..eizerisches Steuerrecht. 1. S. 234-235. 

Bela Foldes.. a. 3. Q. S. 445. Lotz， 3. a. Q. S. 424. 
Fabian Research De~廿tment ， 1. c. p. 7・
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(
陸
回
三
)

ケ
シ
ナ
シ
は
、
タ
ス
マ
L

ア
に
於
け
る
佐
屋
賃
貸
慣
掛
か
ら
し
て
所
得
を
推
定
す
る
方
法
に
つ
き
、
此
が
吟
味
的
白
鉢
を
兎
る
L

こ
と

を
畢
げ

τ居
る
。

ろ
一
知
所
|
|
で
此
方
法
は
賞
行
可
能
で
あ
っ
て
、
或
場
合
に
は
行
は
れ
て
有
致
に
ご
は
い
、
へ
る
け
れ
ど
も
、

其
一
部
は
吟
味
的
の
弊
害
を
伴
ふ
を
苑
れ
子
、
ヌ
所
得
よ
り
も
消
農

ω
小
い
場
合
の
如
き
に
は
、
之
仁
依
っ
て
所

得
を
推
定
す
る
こ
さ
は
出
来
臥
ご
い
ふ
哩
』
正
も
あ
h
、
技
術
上
、
快
陥
あ
り
ピ
は
い
は
な
〈
て
は
な
ら
院
。

B
R骨
平
課
税
上

い
長
所

l
l所
得
正
し

τ正
面
か
ら
は
設
明
せ
ら
れ
十
正
も
.
戒
人
が
其
申
告
し
た
る
所
得
額
以
上
の
消
費

を
縛
す
以
上
は
、
其
消
費
は
所
得
あ
b
て
の
消
費
百
推
定
す
る

-Mt
が
出
来
、
所
得
か
ら
出
た
の
で
な
い
w

ピ
レ
ふ

反
設
な
き
以
上
は
、
所
得
か
ら
出
た
Z
推
定
さ
れ
て
も
致
方
な
(
、
義
務
者
は
之
に
依
り
て
納
税
す
る
の
義
務
め

h
E
し
な
け
れ
ば
な
ら
凶
寵
凹
息
。
之
に
よ
ち
課
税
す
る
こ
ご
に
よ
ふ
り

τ、
申
告
に
よ
り

τ漏
れ
る
も
の
を
捕
へ

る
に
り
に

τ
一
一
盾
会
卒
な
る
課
税
ご
な
h
得
る
諦
で
あ
る
。

(
陸
岡
田
)

プ
ル

l
メ
ン
ス
タ
イ
ツ
は
、
之
に
ワ
き
此
方
法
は
法
律
的
に
は
静
越
せ
し
め
な
い
。
其
根
本
棋
は
む
し
ろ
道
徳
的
性
貨
の
も
白
て
あ

る
。
或
箇
人
由
一
定
自
所
得
梶
山
酌
誼
胡
せ
ら
る
誌
と
と
が
出
車
ず
と
も
、
其
生
前
方
法
が
此
の
如
き
榔
由
却
の
存
在
世
推
定
せ
し
む
る
以
ト
は
、
免

• 

積
さ
る
J

べ
き
も
の
で
は
な
い

k
い
ふ
向

ん
一
知
所
|
|
併
し
此
方
法
に
よ
b
て
，
完
全
に
申
告
漏
れ
の
所
得
を
摘
め
た
ご
は
い
へ
な

ν。
消
費
的
方
が

論

叢

第
ニ
十
四
巷

四

断
待
申
告
遺
堀
由
補
完
方
法

九
八
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第
六
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論

議

四

第
二
十
四
巻

所
得
申
告
遁
漏
回
一
補
完
方
法

丸
凡
四

第
六
雄

所
得
よ
り
も
小
い
も
の
に

τは
此
方
法
は
無
用
で
あ
b
、
申
告
し
た
る
所
得
の
方
が
消
費
よ
り
も
小
い
場
合
ご
い

へY
』
も
、
此
際
、
消
費
に
依
っ
て
所
得
を
推
定
す
る
ご

Lτ
、
果

L
て
消
此
質
的
額
が
所
得
吉
一
致
f
a
ゃ
、
多
少

疑
は
し
き
も
の
で
あ
ち
、
随
ふ
て
之
に
よ
り
多
少
の
不
日
常
卒
を
律
す
る
こ
ご
は
兎
れ
な
い
。

C
経
済
及
枇
曾
政
策
上

1
1

い
短
所

li此
方
法
が
各
人
の
私
経
傍
の
内
放
に
立
入
h
、
商
人
の
内
情
に
も
立
入
っ
て
調
べ
る
こ
正
に
於

て
、
彼
等
に
取
h
τ
厄
介
で
ゐ
り
、
経
済
上
り
活
動
の
邪
魔
に
な
る
ピ
い
ふ
事
は
あ
る
。
叉
其
が
む
L
ろ
主
ご
し

工
大
所
得
者
よ
ち
は
小
所
得
者
に
適
用
せ
ら
る
、
ニ
正
、
な
る
.
た
り
に
於
て
、
枇
曾
政
策
上
に
も
不
都
合
だ
ご
い

ムョ

3
r
e得
る
。

ろ
長
所

1
|
げ
れ
ど
も
此
厄
介
及
不
都
合
は
凡
ぺ
て
の
人
に
就
い
て
行
は
る
、
の
で
は
な
〈
.
単
に
例
外
的

に
、
不
蛍
申
告
者
Z
目
指
し
た
者

rけ
に
就
い
て
行
ふ
の
で
ゐ
る
か
ら
‘
そ
ん
な
に
甚
し
い
弊
害
ご
い
ふ
で
な

〈
、
忍
び
得
る
も
の
で
ゐ
る
。
そ
し

τ其
の
若
干
少
数

ωも
り
に
就
い
て
行
は
る
、
の
が
、
他
の
一
般
人
を
も
刺

戟
し
て
、
反
省
せ
し
む
守
}
ご
、
な
h
，
、
申
告
の
医
確
を
促
が
す
ご
芭
仁
も
な
る
。

D
財
政
牧
入
上
ー
ー
に
は
此
方
法
に
よ
h
て
申
告
に
よ
h
生
宇
べ
量
鉄
陥
を
補
完
し
て
、
共
れ
だ
り
に
於
て
、

枚
入
の
充
賞
に
資
す
る
己
い
ム
の
利
が
あ
る
。
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結

論

以
上
要
之
、
所
得
税
に
於
て
は
義
務
者
の
申
告
に
よ
b
て
所
得
額
を
擁
如
し
之
に
基
き
て
融
税

1
る
ご
い
ふ
こ

ご
は
避
〈
べ
か
ら

P
る
事
で
ゐ
る
が
、
此
に
は
遺
漏
を
生
中
る
を
兎
れ
向
。
其
れ
で
之
を
補
完
す
る
柏
崎
め
に
は
、

所
得
税
白
鶴
に
於
て
並
に
其
外
の
放
に
て
も
色
々
の
方
法
が
講
守
ら
れ
、
就
中
、
本
人
の
申
告
を
促
進
す
る
矯
め

に
色
々
の
方
法
が
講
告
ら
れ
T
居
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
某
所
得
枕
の
運
用
に
於
て
申
告
の
遺
漏
を
補
完
す
る
柏
崎

め
に
行
ム
方
法
の
中
で
、
特
に
義
務
者
の
一
般
的
費
情
態
か
ら
し
一
1
所
得
を
推
定
し
て
賦
課
す
る
と
い
ふ
方
法

は
、
往
々
に
し
て
閑
却
苫
る
、
け
れ
い
と
も
、
行
ふ

τ有
数
な
る
場
合
が
あ
ち
、
叉
之
に
よ
旬
て
公
平
謀
枕
仁
も
趨

ひ
、
財
政
牧
入
の
繰
陥
を
も
補
ふ
事
を
得
る
o

之
に
つ
い
て
工
夫
す
る
ご
い
ふ
事
は
所
得
税
を
完
成
す
る
上
に
銚

(
べ
か
ら
F
る
も
の

r
t思
ふ
。

論

議

所
得
申
告
遺
揃

υ
楠
兎
方
法

第
二
十
四
巻

4
A
λ

五

第
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曲
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四
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